
議案第111号

三朝町道路占用料徴収条例等の一部改正ついて

次のとおり三朝町道路占用料徴収条例等の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22

年法律第67号）第96条第１項の規定により、本議会の議決を求める。

平成20年12月12日

三朝町長 吉田 秀光

三朝町道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例

（三朝町道路占用料徴収条例の一部改正）

第１条 三朝町道路占用料徴収条例（平成17年三朝町条例第７号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」とい

う。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改

正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正表」という。）

に対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正後表」

という。）が存在する場合には、当該改正表を当該改正後表に改め、改正後表に対応する改正

表が存在しない場合には、当該改正後表を加える。

改正後 改正前

（占用料の還付） （占用料の還付）

第４条 既に納付した占用料は、還付しな 第４条 既に納付した占用料は還付しない。

い。ただし、道路占用者から占用料還付の ただし、道路占用者から占用料還付の請求

請求があった場合次の各号のいずれかに該 があった場合次の各号の１に該当するとき

当するときは、その事実の生じた月の翌月 は、その事実の生じた月の翌月からの占用

からの占用料を還付することができる。 料を還付することができる。

(１) 法第71条第２項の規定により、占用 (１) 法第71条第２項の規定により占用の

の許可を取り消したとき。 許可を取り消したとき

(２) 天災その他特別の理由により、道路 (２) 天災その他特別の理由により道路の

の占用ができなくなったとき。 占用ができなくなったとき

(３) 占用者が占用の廃止を届け出て道路 (３) 占用者が占用の廃止を届け出て道路

を原状に回復したとき。 を原状に回復したとき



（占用料の減免） （占用料の減免）

第５条 町長は、道路の占用が次の各号のい 第５条 町長は、道路の占用が次の各号の１

ずれかに該当する場合は、占用料を減免す に該当する場合は、占用料を減免すること

ることができる。 ができる。

(１) 公共の用に供し、又は公益上必要な (１) 公共の用に供し、又は公益上必要な

事業を実施するため占用するとき。 事業を実施するため占用するとき

(２) 地方財政法（昭和23年法律第109号） (２) 地方財政法（昭和23年法律第109号）

第６条に規定する公営企業のため占用す 第６条に規定する公営企業のため占用す

るとき。 るとき

(３) 道路に出入する通路又は排水施設を (３) 道路に出入する通路又は排水施設を

設けるとき。 設けるとき

(４) 地先から雨水又は汚水等を排水する (４) 地先から雨水又は汚水等を排水する

ために必要な排水管の埋設その他の施設 ために必要な排水管の埋設その他の施設

を設けるために占用するとき。 を設けるために占用するとき

(５) 前各号のほか町長が特に必要がある (５) 前各号のほか町長が特に必要がある

と認めるとき。 と認めるとき

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

区分 占用料 区分 占用料

単位 金額 単位 金額

（円） （円）

法第32条 第１種電柱 １本につ 530 法第3 2条 第１種電柱 １本１年 770

第 １項 第 第２種電柱 き１年 820 第 １項 第 第２種電柱 につき 1,200

１ 号に 掲 第３種電柱 1,100 １ 号に 掲 第３種電柱 1,600

げ る工 作 第１種電話 480 げ る工 作 第１種電話 690

物 柱 物 柱

第２種電話 760 第２種電話 1,100

柱 柱

第３種電話 1,000 第３種電話 1,500

柱 柱

その他の柱 48 その他の柱 53

類 類

共架電線そ 長さ１メ ５ 共架電線そ 長さ１メ ７

の他上空に ートルに の他上空に ートルに

設ける線類 つき１年 設ける線類 つき１年

地下に設け ３ 地下に設け ４

る電線その る電線その

他の線類 他の線類

路上に設け １個につ 470 路上に設け １個につ 520

る変圧器 き１年 る変圧器 き１年



地下に設け 占用面積 290 地下に設け 占用面積 360

る変圧器 １平方メ る変圧器 １平方メ

ートルに ートルに

つき１年 つき１年

変圧塔その １個につ 950 変圧塔その １個につ 1,100

他これに類 き１年 他これに類 き１年

するもの及 するもの及

び公衆電話 び公衆電話

所 所

郵便差出箱 400 郵便差出箱 450

及び信書便 及び信書便

差出箱 差出箱

広告塔 表示面積 1,000 広告塔 表示面積 1,100

１平方メ １平方メ

ートルに ートルに

つき１年 つき１年

その他のも 占用面積 950 その他のも 占用面積 1,100

の １平方メ の １平方メ

ートルに ートルに

つき１年 つき１年

法第32条 外径が0.07 長さ１メ 20 法第3 2条 外径が0.1 長さ１メ 36

第 １項 第 メートル未 ートルに 第 １項 第 メートル未 ートルに

２ 号に 掲 満のもの つき１年 ２ 号に 掲 満のもの つき１年

げる物件 外径が0.07 29 げる物件 外径が0.1 53

メートル以 メートル以

上0.1メー 上0.15メー

トル未満の トル未満の

もの もの

外径が0.1 43 外径が0.15 71

メートル以 メートル以

上0.15メー 上0.2メー

トル未満の トル未満の

もの もの

外径が0.15 57 外径が0.2 140

メートル以 メートル以

上0.2メー 上0.4メー

トル未満の トル未満の

もの もの

外径が0.2 86 外径が0.4 360

メートル以 メートル以

上0.3メー 上１メート



トル未満の ル未満のも

もの の

外径が0.3 110 外径が１メ 710

メートル以 ートル以上

上0.4メー のもの

トル未満の

もの

外径が0.4 200

メートル以

上0.7メー

トル未満の

のもの

外径が0.7 290

メートル以

上1メート

ル未満のも

の

外径が１メ 570

ートル以上

のもの

法第32条第１項第３号 占用面積 950 法第32条第１項第３号 占用面積 1,100

及び第４号に掲げる施 １平方メ 及び第４号に掲げる施 １平方メ

設 ートルに 設 ートルに

つき１年 つき１年

法第32条 地 下 階数 占用面積 Ａ に

第 １項 第 街 及 が１ １平方メ 0 . 0 0 4

５ 号に 掲 び 地 のも ートルに を乗じ

げる施設 下室 の つき１年 て得た

額

階数 Ａ に

が２ 0 . 0 0 6

のも を乗じ

の て得た

額

階数 Ａ に

が３ 0 . 0 0 8

以上 を乗じ

のも て得た

の 額

上空に設け 510

る通路



地下に設け 310

る通路

その他のも 950

の

法第3 2条 祭礼、縁日 占用面積 10 法第3 2条 祭礼、縁日 占用面積 11

第 １項 第 等に際し、 １平方メ 第 １項 第 等に際し、 １平方メ

６ 号に 掲 一時的に設 ートルに ６ 号に 掲 一時的に設 ートルに

げる施設 けるもの つき１日 げる施設 けるもの つき１日

その他のも 占用面積 100 その他のも 占用面積 110

の １平方メ の １平方メ

ートルに ートルに

つき１月 つき１月

道 路法 施 看 板 一時 表示面積 100 道 路法 施 看 板 一時 表示面積 110

行 令（ 昭 （ ア 的に １平方メ 行 令（ 昭 （ ア 的に １平方メ

和27年政 ー チ 設け ートルに 和27年政 ー チ 設け ートルに

令 第 4 7 9 で あ るも つき１月 令 第 4 7 9 で あ るも つき１月

号 。以 下 る も の 号 。以 下 る も の

「 政令 」 の を その 表示面積 1,000 「 政令 」 の を その 表示面積 1,100

と い 除 他の １平方メ と い 除 他の １平方メ

う 。） 第 く 。 もの ートルに う 。） 第 く） もの ートルに

７ 条第 １ ） つき１年 ７ 条第 １ つき１年

号 に掲 げ 標識 １本につ 760 号 に掲 げ 標識 １本につ 850

る物件 き１年 る物件 き１年

旗 ざ 祭 １本につ 10 旗 ざ 祭 １本につ 11

お 礼、 き１日 お 礼、 き１日

縁日 縁日

等に 等に

際し 際し

一時 一時

的に 的に

設け 設け

るも るも

の の

その １本につ 100 その １本につ 110

他の き１月 他の き１月

もの もの

幕 祭 その面積 10 幕 祭 その面積 11

（ 政 礼、 １平方メ （ 政 礼、 １平方メ

令 第 縁日 ートルに 令 第 縁日 ートルに

７ 条 その つき１日 ７ 条 等に つき１日

第 ２ 他の 第 ２ 際し



号 に 催し 号 に 一時

掲 げ に際 掲 げ 的に

る 工 し、 る 工 設け

事 用 一時 事 用 るも

施 設 的に 施 設 の

で あ 設け で あ

る も るも る も

の を の の を

除 その その面積 100 除 その その面積 110

く 。 他の １平方メ く 。 他の １平方メ

） もの ートルに ） もの ートルに

つき１月 つき１月

ア ー 車道 １基につ 1,000 ア ー 車道 １基につ 1,100

チ を横 き１月 チ を横 き１月

断す 断す

るも るも

の の

その 510 その 540

他の 他の

もの もの

政令第７条第２号に掲 占用面積 100 政令第７条第２号に掲 占用面積 110

げる工事用施設及び同 １平方メ げる工事用施設及び同 １平方メ

条第３号に掲げる工事 ートルに 条第３号に掲げる工事 ートルに

用材料 つき１月 用材料 つき１月

備考 備考

１～４ 略 １～４ 略

５ Ａは、近傍類似の土地の時価を表すものと

する。

６ 略 ５ 略

７ 略 ６ 略

８ 略 ７ 略

９ 略 ８ 略

（三朝町法定外公共物管理条例の一部改正）

第２条 三朝町法定外公共物管理条例（平成15年三朝町条例第25号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下この条において「移動号」とい

う。）に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下この条において「移

動後号」という。）が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号とし、移動号に対応する

移動後号が存在しない場合には、当該移動号（以下この条において「削除号」という。）を削



る。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び移動号を除く。以下この条におい

て「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示を除

く。以下この条において「改正後部分」という。）に改め、改正部分に対応する改正後部分が

存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合

には、当該改正後部分を加える。

次の表の改正前の欄中太線で囲まれた部分を同表の改正後の欄中太線で囲まれた部分に改め

る。

改正後 改正前

（占用料等の徴収等） （占用料等の徴収等）

第７条 略 第７条 略

２ 略 ２ 略

３ 既に徴収した占用料等は、これを返還し ３ 既に徴収した占用料等は、これを返還し

ない。ただし、次の各号のいずれかに該当 ない。ただし、次の各号の１に該当する場

する場合にあっては、当該占用料等の全部 合にあっては、当該占用料等の全部又は一

又は一部を月割計算により返還することが 部を月割計算により返還することができ

できる。 る。

(１) 略 (１) 略

(２) 前号に掲げるもののほか、町長が特 (２) その他、町長が特別な理由があると

別な理由があると認めた場合 認めた場合

（占用許可の特例） （占用許可の特例）

第11条 国又は他の地方公共団体が占用等を 第11条 国又は他の地方公共団体が第４条第

行おうとするときは、第４条の規定による １項各号に掲げる行為をしようとするとき

占用許可の申請に代えて、あらかじめ町長 は、占用許可に代えて、あらかじめ町長に

に協議し、その同意を得なければならな 協議し、その同意を得なければならない。

い。

（監督処分） （監督処分）

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当 第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当

する者に対して、占用許可を取り消し、そ する者に対して、占用許可を取り消し、そ

の効力を停止し、その条件を変更し、若し の効力を停止し、その条件を変更し、若し

くは新たに条件を付し、又は占用許可物を くは新たな条件を付し、又は占用許可物を

改築し、若しくは除去し、若しくは法定外 改築し、若しくは除去し、若しくは法定外

公共物を原状に回復することを命ずること 公共物を原状に回復することを命ずること

ができる。 ができる。

(１) この条例又はこの条例に基づく許可 (１) 第３条から第７条まで、第９条、第

の条件に違反した者 10条、第12条若しくは第18条の規定又は

これに基づく処分に違反した者



(２) 占用許可に付した条件に違反した者

(２) 略 (３) 略

２ 略 ２ 略

（占用許可の失効） （占用許可の失効）

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合 第14条 次の各号のいずれかに該当する場合

は、占用許可は、その効力を失う。 は、占用許可は、その効力を失う。

(１) 占用者が死亡し、若しくは所在不明 (１) 占用者が死亡し、若しくは所在不明

となったとき（相続者がいないときに限 となったとき、又は占用許可を受けた法

る。）、又は占用許可を受けた法人が解 人が解散したとき。

散したとき。

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略

別表（第７条関係） 別表（第７条関係）

１ 占用料 １ 占用料

区分 単位 金額 区分 単位 金額

（円） （円）

工作物 第１種電柱 １ 本 に つ 530 工作物 第１種電柱 １ 年 １ 本 770

の設置 第２種電柱 き１年 820 の設置 第２種電柱 につき 1,200

を伴う 第３種電柱 1,100 を伴う 第３種電柱 1,600

もの 第１種電話 480 もの 第１種電話 690

柱 柱

第２種電話 760 第２種電話 1,100

柱 柱

第３種電話 1,000 第３種電話 1,500

柱 柱

その他の柱 48 その他の柱 53

類 類

塔類 広告塔 表 示 面 積 1,000 塔類 広告塔 表 示 面 積 1,100

１ 平 方 メ １ ㎡ １ 年

ー ト ル に につき

つき１年

その他 占 用 面 積 950 その他 占 用 面 積 1,100

の塔 １ 平 方 メ の塔 １ ㎡ １ 年

ー ト ル に につき

つき１年

水 外径が 長さ１メー 110 水 外径が 長 さ １ ｍ 140

管、 0. 4メ トルにつき 管、 0. 4ｍ １ 年 に つ

下水 ートル １年 下水 未満の き

道 未満の 道 もの

管、 もの 管、



ガス 外径が 290 ガス 外径が 360

管そ 0. 4メ 管そ 0. 4ｍ

の他 ートル の他 以上１

の管 以上１ の管 ｍ未満

類 メート 類 のもの

ル未満

のもの

外径が 570 外径が 710

１メー １ｍ以

トル以 上のも

上のも の

の

標識 １ 本 に つ 760 標識 １ 本 １ 年 850

き１年 につき

看板又は広 表 示 面 積 1,000 看板又は広 表 示 面 積 1,100

告板 １ 平 方 メ 告板 １ ㎡ １ 年

ー ト ル に につき

つき１年

通路（橋を 占 用 面 積 70 通路（橋を 占 用 面 積 90

含む。） １ 平 方 メ 含む。） １ ㎡ １ 年

ー ト ル に につき

つき１年

略 略

建物その他 占 用 面 積 130 建物 占 用 面 積 180

の工作物 １ 平 方 メ その他の工 １ ㎡ １ 年

ー ト ル に 作物 につき

つき１年

工作物 耕作地 占 用 面 積 ５ 工作物 耕作地 占 用 面 積 ７

の設置 放牧場又は １ 平 方 メ ２ の設置 放牧場又は １ ㎡ １ 年 ３

を伴わ 魚介養殖場 ー ト ル に を伴わ 魚介養殖場 につき

ないも その他のも つき１年 60 ないも その他のも 80

の の の の

２ 略 ２ 略

備考 略 備考 略

附 則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。


